
令和７年度 有床診療所立入検査実施状況 

 

１ 有床診療所立入検査について 

  有床診療所への定期立入検査は、平成 19年度から実施。初年度は全診療所を対象とし、

その後は、全数の３分の１程度を対象として毎年実施している。 

  検査開始当初は、管内に 37の有床診療所があったが、その後、入院受入がない施設等

から病床廃止等の届出があり、令和７年 10 月１日時点では、管内有床診療所は 14 か所

となっている。 
 

２ 実施方法 

19福保医安第 1086号「医療法第 25条第１項の規定に基づく東京都立入検査実施要綱」

及び令和７年６月 16 日付 7 府保管第 272 号「令和 7 年度有床診療所立入検査実施要領」

に基づき、対象診療所に対し、事前に日程調整のうえ、立入検査を実施した。 
 

３ 本年度対象診療所 

  ４施設（全有床診療所数 14施設） 
 

４ 実施期間 

  令和７年 10月～令和７年 12月 
 

５ 実施内容 

（１）書類確認 

「有床診療所自主管理チェックリスト」の内容に基づき検査 

（２）現場確認 

書面確認終了後、病棟、厨房、医療廃棄物倉庫、放射線設備等を確認 

（３）前回指導事項への対応状況 
 

６ 実施結果 

  概ね適切に管理されていた。 
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